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令和５年３月１日発行    

― 大仙市役所西仙北支所 〒019-2192 大仙市刈和野字本町 5番地 ☎ 0187-75-1111(代表) ― 

 

●「首都圏にしせんぼく会をふるさとから応援する会」の 
会員を募集します！ 

 
設立の目的：首都圏にしせんぼく会への郷土の情報提供・活動支援をしながら、 

       会員との親睦を深め併せて、首都圏にしせんぼく会の発展に寄与する。 
 

 会員の募集は公募により、電話連絡又は市民サービス課窓口で受付します。 

 問い合わせ先：西仙北支所市民サービス課 ☎0187-75-1111 
 
  ●「首都圏にしせんぼく会をふるさとから応援する会」の主な活動内容予定等 
   ３月～４月    会員の募集 
   ５月       設立総会の開催 ★年会費の徴収（１,０００円程度） 
   ５月以降の活動内容 首都圏にしせんぼく会に対しての活動応援、郷土の情報提供 
            首都圏にしせんぼく会への参加 
            （東京都での開催となるため別途費用負担あり） 
   ※上記の内容は設立総会を開催し「首都圏にしせんぼく会をふるさとから応援する会」 
    会則の承認後に決定いたします。 
     
 ☆首都圏にしせんぼく会は平成８年に設立し、首都圏在住の旧西仙北町出身者を構成員 
  (約 350人)とし、西仙北地域との相互の親睦を密に、その交流発展を図ることを目的と 
  しております。 

●市の地域公共交通をご利用ください 
 

地域の皆様の大切な移動手段として、地域公共交通の運行を行っています。 
西仙北地域では主に通院や通学のために利用されていますが、今後も様々な機会にご利用く

ださるようお願いします。  
 
西仙北地域の公共交通 
 
①コミュニティバス（杉山田線） 
運 行 日：月～日曜日（土・日・祝日及び年末年始は運行時間が異なります。） 

福部羅～杉山田～刈和野駅前～宇留井谷地～神宮寺～大曲バスターミナル 
利用料金：1回の乗車につき 200円～700円（距離制） 

 
②市民バス 

   運 行 日：平日のみ 
田屋・九升田線   月・木曜日 
猿井沢・皆別当線 火・木曜日 
上戸川・白坂線   水・金曜日 

  利用料金：片道 200円 
       ※2,000円で 12回綴りの回数利用券を西仙北支所市民サービス課にて 

販売しております。 
 

③乗合タクシー（強首、土川、心像線） 
  運 行 日：平日のみ 
  利用料金：700円(片道、1人 1回につき) 
 
★料金については現金の他、交通助成券「のりのりきっぷ」の利用ができます。 

  公共交通の詳細については、大仙市ホームページでもご覧いただけます。 
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【お申し込み・問い合わせ先】えがおＧＯＨＡＮだいせん 代表 高橋博文 ☎090-7072-2352 
※受付時間：平日 １７：３０～２０：００まで 

●えがおＧＯＨＡＮだいせん「双葉すくモグ」参加者募集中！ 
【内  容】けん玉教室・お持ち帰りランチ 

【日   時】令和５年３月１８日(土) １０：３０～１２：００ 
【場   所】強首地区公民館(大仙市アーカイブズ隣り) 
【参加対象】園児から中学生とその家族 定員２０名 
【参 加 費】園児から中学生：無料 家族：２００円(任意協力金) 

【参加申込締切】令和５年３月１４日(火)まで 

 

 

●刈和野地区公民館(刈和野地区コミュニテイセンター)が使えなくなります 
西仙北地域の公共施設のひとつ、刈和野地区公民館(コミュニテイセンター)が令和５年３月

末をもって利用できなくなります。 

同センターは平成４年に設置され、これまで自治会の集まりや市民交流、サークル団体の練

習の場などとして利用されてきました。 

地域住民の皆さんにはご不便をおかけしますが、今後は、大綱交流館や大綱サロン、西仙北高

齢者ふれあいセンター、西仙北スポーツセンター等のご利用をお願いいたします。 

●西仙北高齢者ふれあいセンター利用時間の変更について 
令和５年４月より、指定管理者から市の運営となり、利用時間が変更になります。 

 
【利用時間】月曜日～金曜日 午前９時から午後５時まで 
     ※土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始は原則利用できません。 

 
地域住民の皆様には大変ご不便をおかけすることとなりますが、ご理解とご協力を 

お願いいたします。    

●お引越しされる方へ 
３月から４月にかけてお引越しが多い時期になります。市内外へ住所を変更される 

場合、市役所に住民票上の異動届出をしていただく必要があります。 

引越先 届出期間 届出できる人 持ち物 備考

市内 新住居地に住み始めてから１４日以内
本人又は

引越先の同一世帯員

市外 引越予定日の１４日前から可能 本人又は同一世帯員
　届出終了後、転出証明書を交付しますの
で、新住所地の役所へ転出証明書を持参し
て手続きしてください。

・本人確認できるもの
・印鑑
・マイナンバーカード
（所有者のみ）
・その他

●「マイナンバーカード」を作りませんか？ 
 
◎３月２１日（火・祝日）西仙北支所市民サービス課で 

マイナンバーカード申請を受付します。 

受付時間：午前８時３０分～午後５時 ※事前予約は不要です。 
  

◎マイナンバーカードの申請サポートを行っております。 

団体などからの申し込みがあれば、職員が出向いて申請を受け付けます。 
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